
令和７年第６回 伊仙町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和７年６月１７日（火）午前９：００～ 

 

２．開催場所 議会委員会室 

 

３．出席委員（１３人） 

会 長        １番 宮永 誠 

副会長        ２番 清 清弘 

           ３番 福山 宣太 

           ４番 田中 秀樹 

    ５番 義山 太志 

    ６番 藤島 正廣 

               ７番 平山 純一郎 

               ８番 富本 太地 

               ９番 樺山 哲博 

             １０番 實  穣二 

             １１番 政岡 廣子 

              １２番 柿山 あゆみ 

              １３番 中  佐奈枝 

              １４番 谷村 里香 

 

  推進委員（２名） 

               １番 琉  将士 

             ２番 幸山 真悟 

             ３番 常  隆造 

             ４番 實村 秀樹 

             ５番 東   翼 

             ６番 重  翔太 

 

４．欠 席 委 員 ９番 福山 宣太 

  欠席推進委員 １番 琉 将士、３番 常 隆造、 

４番 常 隆造 ５番 東 翼 

 

５．議事日程 

日程第１ 議事録署名人の選出 



日程第２ 議案第１号 農地法第３条許可申請について （５件） 

 

日程第３ 議案第２号 現況証明願について 

 

日程第４ 議案第３号 農業経営基盤強化促進事業について 

           （農地中間管理事業） 

 

その他 

 

６．農業委員会事務局員 

     事務局長  富山 勇生 

     主    事  大西 弘祐 

 

 

 

会議の概要 

 

 

会 長  本日は欠席者が４名と言うことで連絡が来ております。では早速議事に入らせ

ていただきます。本日もよろしくお願いいたします。 

 

局 長  本日農業委員、１４名中１３名、推進委員６名中２名の方が出席されていますの

で会が成立いたします。それでは規則により会長の方で進行、よろしくお願いし

ます。 

 

議 長  それではこれより議事にはいります。まず日程第１、議事録署名人及び会議の書

記の指名を行います。伊仙町農業委員会会議規則第１４条第２項に規定する議

事録署名人ですが、議長から指名をさせていただくことにご異議ございません

か。 

 

【異議なし】 

 

議 長  それでは議事録署名人は８番委員、６番委員にお願いします。なお本日の会議書

記には事務局職員の大西氏を指名いたします。以上で日程第１を終わります。そ

れでは日程第２、議案第１号 農地法第３条許可申請についてを議題に供しま

す。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 



事務局  おはようございます。議案第１号の農地法３条許可申請の受付番号４１号の伊

仙、西知茶名の下の地番に関しましては今回保留にさせていただきます。それと

受付番号３９号について、こちら、委員と事務局で一緒に現地確認を行いました

が、申請者が場所が不確知と言うことだったので、今回、全筆取り下げをさせて

いただきます。こう言う畑総が入ってないところって言うのは位置図、字図と、

近隣の農家の方の話を聞いて、昔どうだったのかと言うのをいろいろ調査しな

がら今後、地番と場所がハッキリわかるところについては今後許可して行きた

いと考えていますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。 

     今月の農地法第３条許可申請は、１議案４件です。 

     議案第１号について、受付番号３７から受付番号４２号について所有権移転に

関する件です。受付番号４０号については譲受人は検福在住で、譲渡人も検福在

住です。申請農地は大字検福と大字伊仙の畑で面積は 4448 ㎡となっています。

申請事由いたしましては贈与です。 

次に受付番号４１号について譲受人は目手久在住で、譲渡人は伊仙在住です。申

請農地は大字伊仙の畑で、修正して、面積は 4,119㎡となっています。申請事由

としましては経営拡張です。 

次に受付番号４２号については譲受人は犬田布在住で譲渡人も犬田布在住です。

申請農地は大字犬田布の畑で面積は 4,998 ㎡です。申請事由といたしましては

贈与です。 

次に受付番号３７号については先月総会で保留になりました件についてです。

譲受人は小島在住で譲渡人は神奈川県在住です。申請農地は大字小島の畑で面

積は 3,106㎡となっています。申請事由は贈与です。こちらの３７号については

５月２７日付けで前回の取り消し願が提出されたので、今回再度申請になりま

す。 

受付番号３７号から４２号について別添えの調査書にある通り、農地法第３条

第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満たしていると考えます。以上

で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  それでは、只今の説明に関連して受付番号４０号を担当委員より現地調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 

 

６ 番  農地法第３条許可申請４０号について説明をいたします。先般、担当委員並びに

事務局と一緒に調査しました。状況については、一番上はミカンを植えているみ

たいです。そして残りについてはソルゴーが植えて馬鈴薯を植える予定をされ

ているそうです。そして伊仙の方は現在はソルゴーが植えてあるんですが、カボ

チャを植える予定をしているそうです。農地法第３条許可申請に該当すると思



いますので皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

２ 番  只今、６番委員のご説明の通りです。よろしくお願いします。 

 

議 長  これより受付番号４０号について質疑に入りますが、何かご意見等ございませ

んか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号４０号について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ですので４０号は原案の通り決定いたしました。次に受付番号４１号

について担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

５ 番  農地法第３条許可申請について４１号について先日、９番委員と１番推進員と

事務局と調査した結果、上 2筆はソルゴー。次はジャガイモあとでした。次は今

回保留と言うことにさせていただきます。皆様方のご審議をよろしくお願いし

ます。 

 

９ 番  農地法第３条許可申請 ４１号は５番委員の説明の通りです。皆様方のご審議

をよろしくお願いします。 

 

議 長  これより受付番号４１号について質疑に入りますが、何かご意見等ございませ

んか。 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号４１号について、修正案のとおり

決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

 

 



議 長  全員賛成ですので受付番号４１号は修正案の通り決定いたしました。次に受付

番号４２号について担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いしま

す。 

 

１０番  ４２号について説明をいたします。農地法第３条許可申請４２号について説明

いたします。先日、担当委員と共に調査しました結果、何ら問題ないと思われま

すので皆様のご審議をよろしくお願いします。現状はジャガイモあとでした。 

 

１２番  只今の１０番委員の説明の通りです。皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  これより受付番号４２号について質疑に入りますが、何かご意見等ございませ

んか。 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号４２号について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ですので受付番号４２号は原案の通り決定いたしました。次に受付番

号３７号について担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

１２番  農地法 3 条許可申請３７号についてご説明します。先日、１０番委員と５番推

進委員と共に調査した結果、農地法第３条第２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議をよろしくお願いします。なお現況と致しましては、牧草が植

えてありました。 

 

１０番  只今の説明の通りです。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  これより受付番号３７号について質疑に入りますが、何かご意見等ございませ

んか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号３７号について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手をお願いします。 



【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ですので受付番号３７号は原案の通り決定いたしました。以上で日程

第２ 議案第１号 農地法第３条許可申請についてを終了します。次に日程第

３ 議案第２号 現況証明願についてを議題に供します。事務局より議案の朗

読と説明をお願いいたします。 

 

事務局  今月の現況証明願については１議案１件です。議案第２号について受付番号２

号につきましては、お手元の資料の通り畑から雑種地への地目変更となります。

以上で議案の朗読と説明を終わります。 

 

議 長  受付番号２号について担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。 

 

８ 番  現況証明願２号についてご説明いたします。先日、１番委員、１番推進員と調査

した結果、何ら問題ないと思います。現況としましては、コーラルとか砂利があ

って、とても畑には使えない状態で、あとローズがあちこちにまばらに生えてい

て畑にはならない感じです。 

 

１ 番  現況証明願２号について、只今、８番委員のご説明の通りでございますので、皆

様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長  それではこれより受付番号２号について質疑に入りますが、何かご意見等ござ

いませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号２号について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ですので受付番号２号は申請書の通り決定いたしました。これで日程

第３議案第２号 現況証明願についてを終了します。次に日程第４議案第３号 

農業経営基盤強化促進事業について（農地中間管理事業）を議題に供します。事

務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 



事務局  今月の農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）について１議案 ２件で

す。議案第３号について 受付番号１３号から１４号についてはお手元の資料

の通り使用貸借による公社からの貸借です。以上で議案の朗読及び説明を終わ

ります。 

 

議 長  受付番号１３号、１４号について担当委員が同人なので一括して現地調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 

 

２ 番  受付番号１３号、１４号について一括してご説明いたします。先日、６番委員、

１番推進員と共に調査いたしました。現状としましては上に関しては飼料トウ

モロコシで、下がローズになっていました。皆様のご審議をよろしくお願いしま

す。 

 

６ 番  只今の２番委員から説明のあった通りです。皆様のご審議をよろしくお願いし

ます。 

 

議 長  これより受付番号１３号、１４号について質疑に入りますが、何かご意見等ござ

いませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  無いようですので採決いたします。受付番号１３号、１４号について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  全員賛成ですので受付番号１３号、１４号は原案の通り決定いたしました。これ

で日程第４ 議案第３号 農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）につ

いてを終了します。議事はこれで終了いたします。 


